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「加西の環境」の公表について 

 

「加西の環境」は、加西市環境基本条例（平成 16年加西市条例第 15号）第１５

条に基づき、加西市内における環境の状況及び環境の保全と創造に関する施策の実施

状況を報告書としてまとめて公表するものです。令和６年度版の対象期間は令和５年

度中（令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31日）です。 

 

本報告書では、令和 5年度中の加西市における環境関連法令の運用状況、大気の状

況、水質の状況、自動車による環境への影響、ごみ処理の状況、地球温暖化防止の取

組、加西の自然環境・希少動植物、加西市の環境教育をとりまとめております。 

 

本報告書により、加西市の環境状況を改めてご確認いただき、引き続き、住み良い

加西市づくりへのご協力をお願いします。 

 

○加西市環境基本条例（抄） 

（年次報告） 

第 15 条 市は、毎年、市域における環境の状況及び環境の保全と創造に関

する施策の実施状況について報告書を作成し、これを公表するものとする。 
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